
発注時

契約時

フレックス工期概要図

開札予定日 工事開始期限日（発注者が設定する） 工期末

工事開始日設定

可能期間：※１ 実 工 期

実 工 事 期 間：※４

全体工期

余裕期間：※２，３

工事開始日（受注者が設定する） 工期末契約日の翌日

※２：資材の搬入及び仮設物の設置等の準備工事を含め，工事着手をしてはならない。

ただし，工事着手以外の工事のための準備（資機材の手配）は，受注者の裁量で行うことができる。
※３：技術者の配置は不要
※４：技術者の配置が必要

※１：実工期の３０％を超えず，かつ，４箇月を超えない範囲

契約日の翌日

（工事着手日）

全体工期

実 工 期

従来の契約方式 ・・・契約日の翌日から技術者の配置が必要

工期末

フレックス工期による

契約方式
・・・発注者が設定した工事開始日設定可能期間において，受注者が工事開始日を設定できる。

工事開始日までは，技術者の配置が不要


